
医療措置協定 年次調査報告（G-MIS）の方法 （訪問看護）

（1）G-MIS（下記URL）にアクセスします。
https://www.med-login.mhlw.go.jp/

（2）ユーザー名、パスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリック、その後表示される「G-MIS」ボタンをクリックすると、
ホーム画面が表示されます。

（3）「感染症関連調査」をクリックし、次の画面で「年次調査」をクリックします。

（4）年次調査の画面が表示されるので、該当するものをクリックして入力してください。

※設定したパスワードを忘れた場合や、パスワードを変更したい場合は、「パスワード再発行申請」をしてください。
（再発行申請については、厚生労働省の「G-MIS操作マニュアル」を参照してください。

1 G-MISにログインする

※画面は多少異なる可能性があります

報告期間：令和６年１２月９日(月)～令和７年１月１０日（金）

＜G-MISに関するお問い合わせ先＞

●G-MISへのログイン方法については、厚労省（https://www.mhlw.go.jp/stf/0000089060_00003.html）
に掲載している「操作マニュアル（医療機関用）」に記載があります。
また、「入力要領」及び「よくあるお問い合わせ」についても、同ページに掲載されていますので、ご確認ください。

●報告内容に関する質問について
厚生労働省医政局地域医療計画課 新興感染症担当（G-MIS専用）
shinkou-kansen-gmis@mhlw.go.jp にお問い合わせください。
お問い合わせの際は、都道府県名、医療機関名を（可能であれば所在地、ご担当者名も）明記の上、上記アドレ
スまで送信いただくようお願いいたします。順次回答されますので、多少遅くなる可能性もありますこと御承知ください。

●G-MISシステムに関する質問について
厚生労働省G-MIS事務局にお問い合わせください。
TEL:050-3355-8230（土日祝日を除く平日９時～17時）

https://www.mhlw.go.jp/stf/0000089060_00003.html


2 年次報告を入力する ※報告画面サンプル

〇報告画面（サンプル）

• 左列に、締結した協定の内容が表示されているので、ご確認ください。
※右列の◇に編集機能がありますが、これで修正をしても、協定自体は変更されません。協定の変更を希望する場合、
感染症対策センターへご連絡ください。

• 令和6年12月15日時点の状況等を報告してください。（15日以前でもシステムへの入力は可能です。）

画面が多くて一見クラクラしますが、基本的に、左側
に締結した協定の内容が表示されています。
※個人防護具に関する項目など、一部入力が必要な項
目があります。

• 報告期間は、令和6年12月9日（月）から令和7年1月10日（金）までです。

⚫ 左列（報告画面）には、はじめから協定の内容が
表示されていますので、ご確認ください。

⚫ 一部表示がない項目は、入力が必要な場合があ
ります。



⚫ 左列（報告画面）には、はじめから協定の内容が表示されていますので、ご確認ください。

⚫ 「F 医療人材派遣」は、本県は訪問看護事業所様とは協定対象外項目としていますので、入力不要です。



「調査時点での備蓄量」について

令和6年12月15日時点の状況をご回答ください

個人防護具の備蓄に関する協定を締結していな
い場合（協定の備蓄項目に記載がない場合）、
お手数ですが「0」と入力してください。（必須項目
なので、入力がないとエラーとなります）

既に実施済又は令和7年3月31日までに研修・訓練の
実施を予定している場合、「はい」とご回答ください。
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